
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

兵庫県高砂市

平成２０年３月

１ 現状

（１）職種ごとの職員数・平均年齢・平均給与月額

公 務 員

区 分

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

高砂市 ５０．１歳 １５９人 ３５８，５８６円 ４３６，２６３円 ３９７，０４４円

清掃職員 ４８．６歳 ５７人 ３５４，２５８円 ４８０，３６８円 ４０１，０８３円

用務員 ５５．９歳 １６人 ３９０，６６１円 ４１７，８６６円 ４１６，０９７円

学校給食員 ５５．８歳 ２２人 ３７８，５１９円 ４０８，５４５円 ４０５，２４５円

兵庫県 ４７．１歳 １，０９９人 ３４８，４４４円 ４２３，４１２円 ３９１，８７２円

国 ４８．８歳 -- ２８７，０９４円 -- ３２０，５１４円

（参考）

民間従業員 都道府県（公務員） 兵庫県（公務員）

対応する民間の

類似職種

平均

年齢

平均給与

月額

区 分
職員

数

平均

年齢

平均給与

月額

職員

数

平均

年齢

平均給与

月額

廃棄物処理業者 43.3 歳 299,800 円 清掃職員 50 人 46.8 歳 497,800 円 － － －

用務員 53.9 歳 227,200 円 用務員 9260 人 48.5 歳 384,000 円 390 人 50.2 歳 426,966 円

調理師 40.4 歳 253,300 円 学校給食員 670 人 48.4 歳 368,200 円 － － －

※「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の給料月額の平均です。
※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外

勤務手当、特殊勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査
において明らかにされているものです。

※「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の
手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

※民間従業員のデータは、「賃金構造基本統計調査」による平成１６年から平成１８年の３ヵ年平均の数値、
都道府県及び兵庫県のデータは、平成１８年４月の数値を使用しています。

※技能労務職の職種と民間の類似職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完
全に一致しているものではありません。高砂市のデータは正規職員のみの数値、民間従業員のデータは
常用労働者（パートタイム労働者等を含む）の数値であり、また業務内容等の点においても完全に一致し
ているものではありません。

※高砂市の職員数には、企業会計職員（病院、水道、工業用水道事業職員）を含んでいません。
※都道府県及び兵庫県の職員数は、十人未満を四捨五入した数値です。



（２）職種ごとの年齢別職員数・平均給与月額

区 分
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※データは平成１９年４月１日現在のものです。
※表の上段は人数（単位：人）、下段は平均給与月額（単位：千円）を表しています。
※対象となる職員数が2人以下の場合は、個人情報保護の観点から、平均給与月額の欄をアスタリスク（*）

としています。

２ 給与等の見直しに向けた基本的な考え方

技能労務職員については、定員適正化計画に基づき退職者不補充としており、平成１７年度以降、新

規採用を行っていない。

技能労務職員の給与については、その職務の性格や内容を考慮しつつ、国、県、近隣市及び同種の

民間企業の類似職種の給与との均衡に留意し、より適正な運用に取り組んでいきます。

３ 具体的な取組内容

（１）給料表については、当面現行の給料表を踏襲するが、今後、国家公務員の行政職俸給表（二）の適

用も視野に入れて見直しを検討します。

（２）特殊勤務手当については、平成１８年度に条例を制定し、手当の削減や手当額の減額を行った。今

後も引き続き手当の見直しに取り組んでいきます。

（３）学校給食調理業務、施設の運転監視業務については、年次的に民間委託を実施しており、今後更に

他の業務も含めた民間委託を推進していきます。

４ その他

現在、技能労務職員については、退職者不補充としており、職員数は５年後に約２／３になることが予

想されます。今後も民間委託等の推進や事務事業の見直しを進め、職員数の削減を図っていきます。


